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 事業者は、消費税法に規定されている各種届出の要件に該当する事由が生じた場合又は各種特例等の適用

を受けようとする場合には、その旨を記載した届出書等を提出しなければなりません。 

このパンフレットでは、消費税に関する主な届出書等の内容や提出時期、提出に当たっての注意点等を説

明しています。 
 
         
 
 
 
 
 

 
①  （基準期間又は特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えた場合） 

消費税課税事業者届出書･････････････････････････････････････････････････････････････････ 3 

②  （基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合） 

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書･････････････････････････････････････････････ ５ 

③  （消費税の課税事業者を選択する場合） 

消費税課税事業者選択届出書･･･････････････････････････････････････････････････････････ ５ 

（消費税の課税事業者の選択をやめる場合） 

消費税課税事業者選択不適用届出書････････････････････････････････････････････････････ ５ 

④  （新規に設立した法人の事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である場合） 

消費税の新設法人に該当する旨の届出書【法人のみ】･････････････････････････････････････ ６ 

⑤  （新規に設立した法人が事業年度開始の日において特定新規設立法人に該当する場合） 

消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書【法人のみ】････････････････････････････ ６ 

 

 

 

 

 

 

⑥  （消費税の簡易課税制度を選択する場合） 

消費税簡易課税制度選択届出書････････････････････････････････････････････････････････ ７ 

（消費税の簡易課税制度の選択をやめる場合） 

消費税簡易課税制度選択不適用届出書･････････････････････････････････････････････････ ８ 

⑦ （法人の納税地等に異動があった場合） 

法人の消費税異動届出書【法人のみ】･･････････････････････････････････････････････････ ８ 

⑧ （任意の中間申告書を提出する場合） 

任意の中間申告書を提出する旨の届出書････････････････････････････････････････････････ ８ 

（任意の中間申告書の提出をやめる場合） 

任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書･･････････････････････････････････････ ８ 

⑨ （消費税の課税期間を短縮・変更する場合） 

消費税課税期間特例選択・変更届出書･･･････････････････････････････････････････････････ ９ 

（消費税の課税期間の短縮をやめる場合） 

消費税課税期間特例選択不適用届出書･････････････････････････････････････････････････ ９ 

⑩ （法人が消費税の申告期限を延長する場合） 

消費税申告期限延長届出書【法人のみ】･･･････････････････････････････････････････････････ 10 

（法人が消費税の申告期限の延長をやめる場合） 

消費税申告期限延長不適用届出書【法人のみ】････････････････････････････････････････････ 10 

  

令和７年２月 税務署 

提出が必要な届出書・申請書                          ページ 

【納税義務関係】 

【簡易課税・異動・中間申告・期間特例・期限延長関係】 
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【災害等関係】                                                   ページ 

 

 

 

 

 

   

 

 

【インボイス制度関係】                                                                 ページ 

 
 

⑪ （やむを得ない事情により消費税課税事業者選択（不適用）届出書を提出できなかった場合） 

消費税課税事業者選択（不適用）届出に係る特例承認申請書････････････････････････････ 11 

⑫ （やむを得ない事情により消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書を提出できなかった場合） 

消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書･･････････････････････････ 11 

⑬ （災害等により消費税簡易課税制度の選択（不適用）を受けることが必要となった場合） 

災害等による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書･････････････ 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

⑭ （インボイス発行事業者の登録を受けようとする場合） 

適格請求書発行事業者の登録申請書･･････････････････････････････････････････････････ 12 

（インボイス発行事業者の登録をやめようとする場合） 

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書････････････････････････････ 13 

⑮ （国税庁ホームページでの公表事項を追加又は変更しようとする場合） 

適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書･･･････････････････････････････ 14 

⑯ （適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合） 

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書･･････････････････････････････････ 14 
 

 
 
 
 
 
 
注意 調整対象固定資産を取得した場合は･･････････････････････････････････････････････････････ 15 

注意 高額特定資産を取得等した場合は････････････････････････････････････････････････････15・16 

注意 高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合は･･･････････････････････17 

納税義務等の特例                                  ページ 

提出が必要な届出書・申請書【インボイス制度関係】       

令和５年10月１日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方

式」（以下「インボイス制度」といいます。）が開始されました。 

インボイス制度の下では、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、「適格請求書発行事業

者」（以下「インボイス発行事業者」といいます。）が交付する「適格請求書」（以下「インボイス」といいま

す。）などの請求書等の保存が必要となります。 

売手がインボイスを交付するためには、所轄税務署長から「インボイス発行事業者」の登録を受けること

が必要です。 

【登録に当たっての留意事項】 

・ 登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。 

・ 課税事業者であっても、自動的に登録されるわけではなく、登録申請手続が必要です。 

・ インボイス発行事業者となるための申請手続については、インボイス制度特設サイトの 

「申請手続」をご確認ください。 

 

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページの

「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。 

特設サイトでは、インボイス制度について解説した動画やインボイス制度に関

するＱ＆Ａなどを随時掲載しています。 

申請手続 
インボイス制度
特設サイト

令和６年能登半島地震により被害を受けた事業者の方については、これらとは別に、 

特定非常災害の被災事業者向けの特例が設けられています。 

こちらの特例の内容について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページの 

「消費税の届出等に関する特例について」（令和６年能登半島地震に関するお知らせ）をご覧ください。 

令和６年能登半島 

地震に係る特例 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/0024001-112/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/0024001-112/index.htm
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 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は消費税の課税事業者となり、 

「消費税課税事業者届出書（基準期間用）」を納税地の所轄税務署長に速やかに提出する必要があります。 

なお、既にこの届出書を提出している事業者は、引き続いて課税事業者である限り、再度提出する必要は 

ありません。また、「③消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者や、インボイス発行事業者の

登録を受けている事業者については、この届出書を提出する必要はありません。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X1.4.1 X2.3.31 X3.4.1 X4.3.31 

（基準期間） 

課税売上高 1,000 万円超 

 

 

（課税期間） 

課税事業者 

X2.4.1 X3.3.31 

○ 法人（３月末決算）の場合の基準期間と課税期間 

（基準期間） 

課税売上高 1,000 万円超 

 

 

（課税期間） 

    課税事業者 

X2.1.1 X2.12.31 

X1.1.1 X1.12.31 X3.1.1 X3.12.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

○ 個人事業者の場合の基準期間と課税期間 

＊ 基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人については、原則として、その事業年度の

前々事業年度をいいます。 

＊ 課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間であり、原則として、個人事業者は暦年（1

月1日から12月31日まで）、法人は事業年度をいいます。 

＊ 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額（消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。）

と輸出取引等の免税売上金額の合計額（売上返品等に係る金額がある場合には、これらの金額を控除した

残額）をいいます。基準期間が１年でない法人については、この期間における課税売上高を12月（１年分）

に換算します。 

（注）基準期間が課税事業者でなかった場合、その基準期間における課税売上高には、消費税が含まれていないので、

その基準期間における課税売上高の計算時には税抜きの処理を行う必要はありません。 

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額

が1,000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務が免除されません。この場合、6ページ「④消費

税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出が必要です。 

① 消費税課税事業者届出書 
 

 
 提出 
時期 事由が生じた場合、速やかに 
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その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高

が1,000万円を超えた事業者は消費税の課税事業者となります。 

なお、特定期間における1,000万円の判定は課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定する

こともできます（国外事業者（所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国

法人）については、特定期間における1,000万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできま

せん（令和６年10月１日以後開始する課税期間から適用）。）。 

特定期間における課税売上高（又は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額）により判定を行った結果、

課税事業者に該当することとなった場合には、「消費税課税事業者届出書（特定期間用）」を納税地の所轄

税務署長に速やかに提出する必要があります。 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                              

 
 

 
 

  

 

 

 

    

 

 

  

   

        

○ 個人事業者の場合の特定期間と課税期間（課税売上高により判定する場合） 

X2 年 

 
X1 年 

（基準期間） 

X3 年 

（課税期間） 【特定期間】 
1/1 ～ 6/30 

課税売上高 課税売上高 

 1,000 万円以下  1,000 万円超  課税事業者 

 1,000 万円以下  1,000 万円以下  免税事業者 

 

 

X1.4.1～X2.3.31 

（基準期間） 

X3.4.1～X4.3.31 

（課税期間） 【特定期間】 
4/1 ～ 9/30 

X1.4.1 X2.3.31 

X2.4.1 X2.9.30 X3.3.31 

X3.4.1 X4.3.31 

○ 法人（３月末決算）の場合の特定期間と課税期間（課税売上高により判定する場合） 

課税売上高 課税売上高 

 1,000 万円以下  1,000 万円超  課税事業者 

 1,000 万円以下  1,000 万円以下  免税事業者 

＊ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の１月１日から６月30日までの期間をいい、法人の場合

は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後６か月の期間をいいます。 

＊ 給与等支払額の合計額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額です（未

払給与等は対象となりません。）。 
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その年又はその事業年度（事業年度が１年の法人の場合）における課税売上高が1,000万円以下である場

合には、翌々年又は翌々事業年度については納税義務が免除されることとなります。 

したがって、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、「消費税

の納税義務者でなくなった旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に速やかに提出する必要があります。 

ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり「消費税の納税義務者でなくなった旨の届

出書」を提出していた場合であっても、特定期間における課税売上高等が1,000万円を超えた事業者は原則、

課税事業者に該当しますので、「消費税課税事業者届出書（特定期間用）」の提出が必要となります。 

なお、「③消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者や、インボイス発行事業者の登録を受けて

いる事業者については、この届出書を提出する必要はありません。 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、課税事業者となることを選択しよう

とする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する

ことにより、課税事業者となることができます。 

なお、新規開業等した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業等

した日の属する課税期間から課税事業者となることができます。 

 設備投資をする場合や輸出免税売上がある場合など、売上げに係る消費税額より仕入れに係る消費税額が

多いときは、免税事業者であっても事前に課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることができ

ます。  

 

 

 

 

  

   

        

○ 個人事業者の場合の基準期間と課税期間 

X3.12.31 X3.1.1 X1.12.31 X1.1.1 

（基準期間） 

課税売上高 1,000 万円以下 

 

 

（課税期間） 

免税事業者 

X2.1.1 X2.12.31 

○ 法人（３月末決算）の場合の基準期間と課税期間 

（基準期間） 

課税売上高 1,000 万円以下 

 

 

（課税期間） 

免税事業者 

X3.4.1 X4.3.31 X1.4.1 X2.3.31 

X2.4.1 X3.3.31 

 

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択していた事業者が、選択をやめようとす

るときは、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」
を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。  

ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった事業者は、事業を廃止した場

合を除き、課税事業者となった日から２年間は、免税事業者となることはできません（課税事業者となっ

た課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税課税事業者選

択不適用届出書」を提出することはできません。）。 

 

課税事業者の選択をやめようとするときは 

消費税課税事業者選択不適用届出書 

 

 
 選択をやめようとする課税 

期間の初日の前日まで 

 

提出 
時期 

③  消費税課税事業者選択届出書 

 

 
 提出 
時期 

選択しようとする課税期間の 
初日の前日まで 

 

高額特定資産を取得等した場合は・・・１５・１６ページ注意をご覧ください。  注意 

②  消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 
 

 
 事由が生じた場合、速やかに 
提出 
時期 

調整対象固定資産などを取得等した場合は・・・１５・１６ページ注意をご覧ください。  注意 
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その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額

が1,000万円以上である法人（以下「新設法人」といいます。）は、その課税期間の納税義務が免除されま

せん。新設法人に該当する場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長

に速やかに提出する必要があります。 

なお、「法人設立届出書」の提出時に、その届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載したときは、 

改めて「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額

が1,000万円未満の法人（以下「新規設立法人」といいます。）が、次の１及び２のいずれにも該当する場

合（特定新規設立法人）は、その課税期間の納税義務が免除されません。この場合、「消費税の特定新規設

立法人に該当する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に速やかに提出する必要があります。 

 １ その基準期間がない事業年度開始の日において、特定要件に該当すること 

 ２ 判定対象者の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間（基準期間相当期間）にお

ける⑴課税売上高が５億円を超えていること又は⑵売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、

国外におけるものも含め50億円を超えていること（⑵の要件は令和６年10月１日以後開始する課税期

間から適用） 

 
 

 

 

 

  

＊ 特定要件とは、他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資（新規設立法人が有する自己の株式又は出資

を除きます。）の総数又は総額の50％を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合等を

いいます。 

＊ 判定対象者とは、特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関

係にある法人のうちいずれかの者をいいます。 

＊ その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡

等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなされます（令和６年10月１日以後

開始する課税期間から適用）。 

 

  

   

      

○ 新設法人の納税義務（事業年度が１年の３月末決算法人）の判定 

X1.4.1及びX2.4.1における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の場合 

※ 設立第３期以後は基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等で納税義務を判定します。 
  詳しくは 3ページ「①消費税課税事業者届出書」をご覧ください。 

 
設立第 1 期 

 

 
設立第 2 期 

 

X1.4.1 

 

X2.3.31 X3.4.1 X4.3.31 

 
設立第 3 期 

X2.4.1 

 

X3.3.31 

 課税事業者  課税事業者 

⑤  消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書  
 事由が生じた場合、速やかに 
提出 
時期 

④  消費税の新設法人に該当する旨の届出書 
 

 
 事由が生じた場合、速やかに 
提出 
時期 

＊ その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡

等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなされます（令和６年10月１日以後

開始する課税期間から適用）。 

調整対象固定資産などを取得等した場合は・・・１５・１６ページ注意をご覧ください。  注意 

調整対象固定資産などを取得等した場合は・・・１５・１６ページ注意をご覧ください。  注意 
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その課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者は、適用を受けようとする

課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出すること

により、簡易課税制度を選択することができます。 

 なお、新規開業等した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業等

した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

＊ 簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度です。 
具体的には、課税期間における課税標準額に対する消費税額に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を掛

けて計算した金額が、仕入控除税額となります。 
したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税額

を算出することができます。 
また、簡易課税制度を適用している場合は、課税売上高から課税仕入れ等に係る消費税額や納付する消費税額を

計算することから、仕入税額控除の要件としては、インボイスなどの請求書等の保存は求められていません。 
＊ 簡易課税制度の適用を選択している事業者は、簡易課税制度を適用しないで仕入控除税額を計算すれば還付と
なる場合でも、還付を受けることはできません。 

＊ 簡易課税制度の適用を選択している事業者が免税事業者となった場合でも、「消費税簡易課税制度選択届出書」
は効力を有しています。 

  したがって、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除き、再び課税事業者となったと
きには簡易課税制度を適用して申告を行うこととなります。 

＊ インボイス発行事業者の登録を受ける事業者（平成28年改正法附則第44条第４項の規定の適用を受ける事業
者に限ります。）が「消費税簡易課税制度選択届出書」をインボイス発行事業者の登録を受けた日を含む課税期間
中に提出した場合には、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。 

＊ ２割特例（適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置）の適用を受けたインボ
イス発行事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出した場
合には、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。 

＊ 課税期間の初日において恒久的施設（PE）を有しない国外事業者は、簡易課税制度の適用を受けることはでき
ません（令和６年10月１日以後開始する課税期間から適用）。 

 

○ 法人（３月末決算）の場合の適用関係 

 

○ 個人事業者の場合の適用関係 

 

（基準期間） 

課税売上高 5,000 万円以下 

 

 

（課税期間） 

   簡易課税制度適用可 

X1.1.1 X1.12.31 X3.1.1 X3.12.31 

X2.1.1 X2.12.31 

（基準期間） 

課税売上高 5,000 万円以下 

 

 

（課税期間） 

   簡易課税制度適用可 

X3.4.1 X4.3.31 X1.4.1 X2.3.31 

X2.4.1 X3.3.31 

  

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

調整対象固定資産などを取得等した場合は・・・１５・１６ページ注意をご覧ください。  注意 

⑥  消費税簡易課税制度選択届出書 
 

 
 適用を受けようとする課税 

期間の初日の前日まで 

 

提出 
時期 
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法人の消費税の納税地等に異動があった場合、「法人の消費税異動届出書」を納税地の所轄税務署長（納

税地の異動の場合には、異動前の納税地の所轄税務署長）に速やかに提出する必要があります。 

ただし、この届出書に定める異動事項について、「異動届出書」を提出した場合には、重ねてこの届出書を

提出する必要はありません。 

 

 

 

 

直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税額を含まない年税額）が 48 万円以下の事業者（中間申告義

務のない事業者）は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出するこ

とにより、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する６月中間申告対象期間から、自主的に

中間申告・納付することができます。 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

任意の中間申告書の提出をやめようとするときは 

任意の中間申告書を提出することとしている事業者が、その提出をやめようとする場合又は事業を廃止

した場合は、適用をやめようとする６月中間申告対象期間の末日までに「任意の中間申告書を提出す
ることの取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 

任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書 

 

 
 適用をやめようとする６月中間 

申告対象期間の末日まで 

 

提出 
時期 

 

 

簡易課税制度の適用をやめようとするときは 

消費税簡易課税制度選択不適用届出書  
 適用をやめようとする課税 

期間の初日の前日まで 

提出 
時期 

簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合、又は事業を廃止した場

合には、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」
を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、２年間継続して適用

した後でなければ、その適用をやめることはできません（適用を開始した課税期間の初日から２年を経

過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する

ことはできません。）。 

＊ ６月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後６か月の期間で、年１回の中間申告の対象となる期間

をいいます。 

＊ 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の１/2 の額となります。また、消費税の中間納付税額と併せ

て地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。 

  なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額に

より中間申告・納付することができます。 

＊ 中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、６月中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告

書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされます。 

⑧  任意の中間申告書を提出する旨の届出書 
 

 
 適用を受けようとする６月中間 

申告対象期間の末日まで 

 

提出 
時期 

⑦  法人の消費税異動届出書 
 

 
 提出 
時期 事由が生じた場合、速やかに 
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課税期間は、個人事業者については暦年、法人については事業年度ですが、「消費税課税期間特例選択・

変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、３月又は１月ごとに区分した期間に短縮する

ことができます。 

課税期間の特例の適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする「短縮に係る課税期間（３月又

は１月ごとに区分した期間）」の初日の前日までにこの届出書を提出する必要があります。ただし、新規開

業等した事業者については、この届出書を提出した日の属する３月又は１月ごとに区分した期間からこの特

例の適用を受けることができます。 
 
 
 
 

 

 

 
  
  
３月特例を１月特例に、又は 1 月特例を３月特例に変更する場合も、「消費税課税期間特例選択・変更

届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この場合の提出時期は、変更しようとする「短

縮に係る課税期間」の初日の前日までとなります。 

なお、この特例の適用を受けている場合は、事業を廃止した場合を除き、特例の効力が生じた日から２年

間継続して適用した後でなければ、他の課税期間の特例に変更することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
課税期間の特例の適用をやめようとするときは、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに

「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

ただし、課税期間の特例の適用を受けた場合は、事業を廃止した場合を除き、特例の効力が生じた日か

ら２年間継続して適用した後でなければ、課税期間の特例の適用をやめることはできません。 

なお、年又は事業年度の途中でこの特例の適用を受けることをやめた場合には、その適用しないことと

した課税期間の開始日以後、その年の12月31日又はその事業年度の終了する日までが一課税期間となり

ます。 

課税期間の特例の適用をやめようとするときは 

消費税課税期間特例選択不適用届出書 

 

 
 適用をやめようとする課税 

期間の初日の前日まで 

 

提出 
時期 

課税期間 

4/1 3/31 6/30 12/31 

4/1 3/31 

4/1 10/1 

7/1   9/30 

X1 年 X2 年 X3 年 

1/1 3/31 

課税期間 

 

課税期間 課税期間 課税期間 課税期間 

X4 年 

X3.3.31 までに 

 
届出書提出        

○ （参考）３月末決算法人（事業年度が 1 年）が、３月特例の課税期間を選択する場合 

⑨  消費税課税期間特例選択・変更届出書  
 適用を受けようとする課税 

期間の初日の前日まで 

 

提出 
時期 
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「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場

合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確

定申告の期限を１月延長することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

申告期限の延長の特例の適用をやめようとするときは 

申告期限の延長の特例の適用をやめようとするときは、適用をやめようとする事業年度終了の日の属す

る課税期間の末日までに「消費税申告期限延長不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要

があります。 

消費税申告期限延長不適用届出書 

 

 
 適用をやめようとする事業年度終了の日の属

する課税期間の末日まで 

 

提出 
時期 

＊ この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付について
は、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することとなります。 

＊ この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された場合でも、「中間申告」（年11回中間申告を行う
場合の１回目及び２回目の中間申告対象期間を除きます。）の期限や「課税期間の特例により短縮された課税期
間」（事業年度終了の日の属する課税期間を除きます。）に係る確定申告の期限は延長されません。 

＊ 「国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例」の適用を受けている法人はこの特例の適用を受けることはできませ
ん。 

＊ 「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける通算法人が「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合
にも、その提出をした日の属する事業年度（その事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその
事業年度を含みます。）以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を１月延長
することができます。 

⑩  消費税申告期限延長届出書 

 

 
 適用を受けようとする事業年度終了の日の属

する課税期間の末日まで 

 

提出 
時期 
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 やむを得ない事情により、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」の提出がで

きなかった場合には、「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」と併せて「消費税課税事業者選択（不適

用）届出に係る特例承認申請書」をやむを得ない事情がやんだ日から２月以内に納税地の所轄税務署長に

提出し承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日に「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」

を提出したものとみなされます。 

 これにより、その課税期間から課税事業者の選択をし、又は選択をやめることができます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
      

 やむを得ない事情（⑪参照）により、その課税期間開始前に「消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書｣

の提出ができなかった場合には、「消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書」と併せて「消費税簡易課税制

度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」をやむを得ない事情がやんだ日から２月以内に納税地の所轄

税務署長に提出し承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択（不適

用）届出書」を提出したものとみなされます。 

 これにより、その課税期間から簡易課税制度の選択をし、又は選択をやめることができます。 
   
 
 
  

 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、

災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又

は受けることの必要がなくなった場合には、「消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書」と併せて「災害等

による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」を災害等のやむを得ない理由がや

んだ日から２月以内に納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する

課税期間等の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書」を提出したものとみなされます。 

 これにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊ 災害その他やむを得ない理由とは、次の１から３までをいいます。 
１ 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害 
２ 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、その他の人為による異常な災害 
３ １又は２に掲げる災害に準ずる自己の責めに帰さないやむを得ない事実 

⑬  災害等による消費税簡易課税制度選択 

  （不適用）届出に係る特例承認申請書 

 

 
 災害等のやむを得ない理由が 

やんだ日から２月以内 

 

提出 
時期 

⑫  消費税簡易課税制度選択（不適用）届出 

    に係る特例承認申請書  
 
 
 

やむを得ない事情がやんだ日 
から２月以内 

 

提出 
時期 

＊ やむを得ない事情とは、次の１から４までをいいます（「⑫消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例
承認申請書」における「やむを得ない事情」も同様です。）。 
１ 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人的災害
で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、消費税課税事業者選択（不適用）届出書又
は消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書（以下２及び３において「届出書」といいます。）の提出ができない
状況になったと認められる場合 

２ １に規定する災害に準ずるような状況又はその事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、
届出書の提出ができない状態になったと認められる場合 

３ その課税期間の末日前おおむね１月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに届出書を
提出できる個人事業者となった場合 

４ １から３までに準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合 

⑪  消費税課税事業者選択（不適用）届出 

    に係る特例承認申請書  
 やむを得ない事情がやんだ日 

から２月以内 

 

提出 
時期 
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インボイス発行事業者になるためには、登録申請手続が必要です。 

登録申請手続は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地の所轄税務署長に提出することによ

り行います。税務署による審査を経て登録された場合は、登録番号などの通知及び公表が行われます。 

この申請による登録の効力は、通知日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された登録日か

ら生じます。 

登録申請は e-Tax をご利用いただくと手続がスムーズです。郵送により提出する場合の提出先は、各国

税局（沖縄国税事務所を含みます。）のインボイス登録センターとなります。 

登録申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請手続」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、原則として、「消費税課税事業者選択届出

書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日ま

での日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、その登録申請書に登録希望日（登録申請書の提出

日から 15 日以後の日で希望する日）を記載することで、登録希望日より後に登録された場合であって

も、登録希望日に登録を受けたものとみなされます（登録に係る経過措置）。 

この登録に係る経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録開始日から課税事業者となり、登録

を受けるに当たり、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

⑭  適格請求書発行事業者の登録申請書 
 

 
 原則として、提出時期の定めはありません 

※ 詳細は下記のとおり 

 
 

提出 
時期 

＊ インボイス発行事業者の登録は課税事業者が受けることができます。 
＊ 登録を受けなければインボイスを交付できません。 
＊ 登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。 
＊ 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出に当たり、記載漏れ、記載誤り、二重提出（記載誤り等）
が見受けられます。これらの記載誤り等がある場合は、審査に通常よりも多くの時間を要することとなりま
すので、提出前に記載誤り等がないかどうか確認のうえ、ご提出ください。 

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合は・・・ 

 

 ○ X１年４月１日を登録希望日として登録申請手続を行う場合 

免税事業者 

 

インボイス発⾏事業者 申請書提出 

登
録 

 登録希望⽇より後に登録が完了
した場合でも登録希望⽇に登録
を受けたものとみなされます。 

申請書提出⽇  

X１年３月 17 日 

登録希望⽇  

X１年４月１日 

 

登録希望日を記載 

（X１年４月 1 日） 

 

＊ 登録開始日以後は課税事業者となり、基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となっても、登録の
効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。 

＊ 免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日か
ら起算して 15 日前の日までに、登録申請書を提出する必要があります。 

＊ 登録に係る経過措置の適用を受け登録を受けた場合（令和 5 年 10 月１日を含む課税期間中に登録を受け
た場合を除きます。）は、原則として登録開始日以後 2 年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間に
ついて、登録を取りやめたとしても、免税事業者となることはできません。 
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インボイス発行事業者の登録を取りやめる場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求

める旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

登録の効力は、提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日に失われます。 

ただし、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日

に登録の効力が失われます。 

郵送により提出する場合の提出先は、各国税局（沖縄国税事務所を含みます。）のインボイス登録セン

ターとなります。 

インボイス発行事業者の登録をやめようとするときは 

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める 

旨の届出書 
 

 登録の取消しを求める課税期間の 
初日から起算して 15日前の日まで 

 

提出 
時期 

＊ 登録に係る経過措置の適用を受け登録を受けた場合（令和 5 年 10 月１日を含む課税期間中に登録を受け
た場合を除きます。）は、原則として登録開始日以後 2 年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間に
ついて、登録を取りやめたとしても、免税事業者となることはできません。 

＊ 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、インボイス発行事業者の登録の効力が失われた後の
課税期間について、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下であるなどの理由により事業者免税点制度の適
用を受ける（免税事業者に戻る）ためには、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税
課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。 

＊ 個人事業者が死亡や事業廃止した場合、法人が清算結了や合併消滅した場合には、「適格請求書発行事業者
の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出は不要です。詳しくは、「インボイス発行事業者の登録を取り消
す場合などに提出すべき書類」をご覧ください。 

 ○ 個人事業者や 12 月決算の法人が、X３年１月１日から登録を取りやめたい場合  

X２年 12 月期 X１年 12 月期 X３年 12 月期 

インボイス発行事業者でない事業者 

（課税事業者又は免税事業者（※）） 

X３年１月１日から登録を取りやめるには、X2 年

12 月 17 日までに提出。同日を過ぎて X２年 12

月 31 日までに提出した場合は、×４年１月１日

から登録の効力が失われます。 

インボイス発行事業者 

（課税事業者） 

インボイス発行事業者 

（課税事業者） 

 

登録取消 
届出書 

 

※基準期間の課税売上高

及び特定期間の課税売上

高等で納税義務を判定 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
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インボイス発行事業者の公表に当たり、国税庁ホームページでの公表事項について、次のいずれかを希望

する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」を納税地の所轄税務署長に提出

します。 

e-Tax をご利用いただくと手続がスムーズです。郵送により提出する場合の提出先は、各国税局（沖縄国

税事務所を含みます。）のインボイス登録センターとなります。 

・ 個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民票に併記されている旧

姓（旧氏）」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望

する場合（又は変更する場合） 

・ 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」を公表することを希望する場合（又は変更す

る場合） 

・ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」を公表することを希望する場合（又は変更する

場合） 

旧姓について、住民基本台帳法令の規定により、やむを得ず住民票に旧姓を併記できない場合には、「適

格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」に戸籍謄本を添付して提出することにより、旧姓（氏）

での公表をすることができます。既に公表サイトに氏名が公表されている方についても同様の手続により、

旧姓（氏）での氏名の公表が可能です。 

 

なお、インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者の方が、「適格請求書発行事業者の登録申請

書」と同時にこの申出書を提出した場合、申出書の内容を反映した状態で公表されます。  
 

インボイス発行事業者の「氏名又は名称」や、「本店又は主たる事務所の所在地」（法人の場合のみ）に変

更があった場合には、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を納税地の所轄税務署長

に速やかに提出する必要があります。 

e-Tax をご利用いただくと手続がスムーズです。郵送により提出する場合の提出先は、各国税局（沖縄国

税事務所を含みます。）のインボイス登録センターとなります。 

なお、法人が「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」を変更したことにより、その旨を記載した

異動届出書を提出した場合には、上記届出書の提出は不要となります。 

  

 

 

＊ 個人事業者の氏名について「住民票に記載されている外国人の通称」又は「住民票に併記されている旧姓（旧
氏）」等、「⑮適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」の提出により公表している場合の変更は、
「⑮適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」により行うことが必要です。 

⑮  適格請求書発行事業者の公表事項の公表 

（変更）申出書  
 公表事項を新たに追加する 

又は変更しようとするとき 

 

提出 
時期 

⑯  適格請求書発行事業者登録簿の登載事項 

変更届出書  
 事由が生じた場合、速やかに 
提出 
時期 
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 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から２年

を経過する日までの間に開始した各課税期間（又は新設法人若しくは特定新規設立法人が、基準期間が

ない事業年度に含まれる各課税期間）（簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間を除きま

す。）中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間

の初日から３年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届

出書」の提出（当該３年を経過する日の属する課税期間までの期間、免税事業者になること）はできま

せん。また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「消費税簡易課税制度選択

届出書」の提出はできません。 

 

 

 

 

      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 ※１ 届出書とは「消費税簡易課税制度選択届出書」及び「消費税課税事業者選択不適用届出書」をいいます。 
 ※２ 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出した場合の X5 年３月期の納税義務は基準期間における課

税売上高及び特定期間における課税売上高等で判定します。詳しくは 3 ページ「①消費税課税事業者届出
書」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事業者（免税事業者を除きます。）が簡易課税制度又は２割特例の適用を受けない課税期間中に、高

額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期

間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課

税期間においては、免税事業者になることができません。 

また、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税

期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。 

なお、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける課税期間の基準期間にお

ける課税売上高が 1,000 万円以下となった場合には、「高額特定資産の取得等に係る課税事業者で

ある旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 

 

○ Ｘ１.4.1 以後に課税事業者となることを選択した法人が、課税事業者となった１期目に調整対象

固定資産を取得した場合（事業年度が１年の３月末決算法人） 

＊ 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額（税抜き）が 100 万円以
上の建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。 

 

 

課税事業者 
(簡易課税制度
選択不可) 

 

課税事業者又は 

 

              X1.4.1               X2.4.1              X3.4.1             X4.4.1   X5.3.31     

課税事業者 
 

調整対象固定資産取得 

 

課税事業者 
(簡易課税制度
選択不可) 

 

 

免税事業者 
 

届出書(※１)  提出不可 

        

 

 
課税選択届出書提出 

免税事業者（※２） 
(簡易課税制度選択可) 

 

 
届出書提出可 

調整対象固定資産を取得した場合は・・・ 注 意 

納税義務等の特例                                   

＊ 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額（税抜き）が 1,000 万円以上
の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。 

高額特定資産を取得等した場合は・・・ 注 意 
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    ※ X6 年３月期の納税義務は、基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等で判定します。詳しく

は 3 ページ「①消費税課税事業者届出書」をご覧ください。 

また、自己建設高額特定資産については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等

の支払対価の額（税抜き）の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から当

該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課税

期間においては、免税事業者になることができません。 

なお、自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等に係る支払対価の額（税抜き）の累計額

が1,000万円以上となった日の属する課税期間の初日から、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了

した日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
  

 

  

【令和６年４月１日以後に行う課税仕入れ等から適用】 

金又は白金の地金等（以下「金地金等」といいます。）の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の金額の

合計額（税抜き）が 200 万円以上である場合には、当該仕入れ等を行った課税期間の翌課税期間から、

当該仕入れ等を行った課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間にお

いては、免税事業者になることができません。 

また、当該仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間の初

日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。 

 

  

 

課税事業者 
課税事業者 

課税売上高 

1,000 万円以下 

 

自己建設高額特定資産の建設等が完了 

課税事業者 

課税売上高

1,000 万円以下 

 

 

課税事業者 

 

課税事業者 
 

 

課税事業者 

建設等に要した費用の 
累計額が1,000万円以上 

X1.4.1             X2.4.1            X3.4.1            X4.4.1       X5.4.1            X6.4.1 

 

 

免税事業者になれない期間 

簡易選択届出書 提出不可 

○ 自己建設高額特定資産を取得した場合（事業年度が１年の３月末決算法人） 

＊ 自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定
資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。 

  X1.4.1               X2.4.1               X3.4.1              X4.4.1        X5.4.1   X6.3.31 

 

 

課税事業者 
課税売上高 

1,000 万円以下 
 

 
課税事業者 

 
課税事業者又は
免税事業者（※） 

課税事業者 
課税売上高 

1,000 万円以下 

 
課税事業者 

高額特定資産の取得 

簡易選択届出書 提出不可 

免税事業者になれない期間 

 ○ 高額特定資産を取得した場合（事業年度が１年の３月末決算法人） 

○ 金地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の金額の合計額（税抜き）が 200 万円以上であ

る場合（事業年度が１年の３月末決算法人） 

  X1.4.1               X2.4.1               X3.4.1              X4.4.1        X5.4.1   X6.3.31 

 

 

課税事業者 
課税売上高 

1,000 万円以下 
 

 
課税事業者 

 
課税事業者又は 
免税事業者（※） 

課税事業者 
課税売上高 

1,000 万円以下 

 
課税事業者 

金地金等の仕入れ等の金額
の合計額が 200 万円以上 

簡易選択届出書 提出不可 

免税事業者になれない期間 
※基準期間の課税売上高

及び特定期間の課税売上

高等で納税義務を判定 
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事業者が、高額特定資産である棚卸資産等について、消費税法第 36 条第１項又は第３項の規定（以

下「棚卸資産の調整措置」といいます。）の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税

期間からその適用を受けた課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間

については、免税事業者になることができません。 

また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選

択届出書」を提出することができません。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
  

同様に、事業者が、調整対象自己建設高額資産について、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合に

も、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間（その適用を受けることと

なった日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完

了した日の属する課税期間）の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について

は、免税事業者になることができません。 

また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選

択届出書」を提出することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
＊  各届出書等の様式は、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。なお、各届出書等は

e-Taxでも提出することができます（詳細はe-Taxホームページへ）。 

＊  さらに詳しくお知りになりたいことがありましたら、国税庁ホームページ（税務手続の案内）をご覧になる

か、又は「国税相談専用ダイヤル」（0570-00-5901）をご利用ください。左記ダイヤルにつながらない場

合は、所轄の税務署に電話して、音声案内「1」を選択してください（「電話相談センター」につながります。）。 

この社会あなたの税がいきている  

 

課税事業者 
 

免税事業者 

 

 

 

免税事業者 

    

課税事業者 

課税売上高 

1,000 万円以下 

 

課税事業者又は
免税事業者（※） 

 

課税事業者 

X1.4.1             X2.4.1          X3.4.1              X4.4.1       X5.4.1           X6.4.1 

免税事業者になれない期間 

 

 
簡易選択届出書 提出不可 

棚卸資産の調整措置 
調整対象自己建設 
高額資産の完成 

※基準期間の課税売上高

及び特定期間の課税売上

高等で納税義務を判定 

○ 調整対象自己建設高額資産について棚卸資産の調整措置を受けた場合（事業年度が１年の３月末決算法人） 

＊ 調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等した
棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が
1,000 万円以上となったものをいいます。 

  X1.4.1               X2.4.1               X3.4.1              X4.4.1        X5.4.1   X6.3.31 

 
免税事業者 

 
 

 
課税事業者 

 
課税事業者又は
免税事業者（※） 

課税事業者 
課税売上高 

1,000 万円以下 

 
課税事業者 

棚卸資産の調整措置 免税事業者になれない期間 高額特定資産の取得 

 

 
簡易選択届出書 提出不可 

※基準期間の課税売上高

及び特定期間の課税売上

高等で納税義務を判定 

 ○ 高額特定資産について棚卸資産の調整措置を受けた場合（事業年度が１年の３月末決算法人） 

＊ 棚卸資産の調整措置とは、免税事業者が課税事業者となる日の前日に、免税事業者であった期間中に行っ
た課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を、課税事
業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入税額控除の計算の対象とする等の制度
です。 

高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合は・・・ 

 

注 意 

https://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/mokuji.htm

